
件   名  亀山市都市計画税条例の一部を
改正する条例  

財 務 部 
税 務 室 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

  地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）の公布に伴

い、平成２７年４月１日から施行が必要であった規定について、所要の改正

を行ったものです。  

なお、この改正は、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、平成２７

年３月３１日付けで専決処分したものです。  

２ 改正内容  

固定資産税と同様に、現行の土地における都市計画税の負担調整措置の仕組

みを継続するため、地方税法において当該調整措置の延長を行う等の措置が講

じられました。それに伴い、本条例において関連する条項の整備を行うもので

す。 ＜第２条第２項、附則第４項から第９項まで、附則第１１項及び附則

第１３項関係＞  

３ その他  

施行日は、平成２７年４月１日とし、平成２７年度以後の年度分の都市計画

税について適用することとしました。  

 
 



亀山市都市計画税条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年３月３１日  

       亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市条例第２２号  

 

   亀山市都市計画税条例の一部を改正する条例  

 

 亀山市都市計画税条例（平成１７年亀山市条例第５４号）の一部

を次のように改正する。  

 第２条第２項中「又は第２８項」を「、第２８項又は第３０項か

ら第３３項まで」に改める。  

附 則 第 ４ 項 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ４ 項 」 を

「附則第１５条第３６項」に改める。  

附則第５項（見出しを含む。）中「平成２４年度から平成２６年

度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改める。  

附則第６項から附則第９項までの規定中「平成２４年度から平成

２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改める。  

 附則第１１項（見出しを含む。）中「平成２４年度から平成２６

年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改める。  

 附則第１３項中「第１１項、第１５項から第２２項まで、第２４

項 、 第 ２ ６ 項 、 第 ３ ０ 項 、 第 ３ ４ 項 、 第 ３ ５ 項 若 し く は 第 ４ ０

項」を「第１３項、第１７項から第２４項まで、第２６項、第２８

項、第 ３２ 項、 第３６ 項、 第３ ７項若 しく は第 ４２項 」に 、「 第  

２８項」を「第３０項から第３３項まで」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の亀山市都市計画税条例の規定は、平成

２７年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成２６年



度分までの都市計画税については、なお従前の例による。  


